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随意契約理由書

契約業者名： 高田機工株式会社

件 名： 笠岡バイパス入江大橋仮設物賃貸借

随意契約理由：

当該仮設物は、令和３年度笠岡バイパス入江大橋鋼上部工事において、現場塗

装や本締め作業を目的に設置した足場である。今後の床版工事において引き続き

使用する計画であるが、床版工事の不調・不落により当該仮設物を引き継ぐこと

が不可能となった。撤去・再設置に対しリース契約を継続する方が安価となるた

め、賃貸借を行うものである。

当該仮設物は、床版工事における型枠・鉄筋工等、施工上で必要不可欠である。

当該仮設物の設計条件を熟知し一貫した判断に基づき適切な維持管理ができる

のは、足場を設置した業者に限られることから、随意契約を締結することが最も

適切である。

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４

第３号により、随意契約を行うものである。


